




研修企画ワーキンググループ設置要綱 

令 和 ６ 年 ３ 月 ７ 日 

市町村振興協会要綱１号 

 （目的） 

第１条 研修企画委員会における調査審議に資する第２条に定める事項を検討

するため、研修企画員会の下に「研修企画ワーキンググループ（以下「ＷＧ」

という。）を置く。 

（検討内容） 

第２条 ＷＧは、自治研修センターにおいて実施する研修に係る次に掲げる事

項を検討する。 

(1) 一般研修及び特別研修に関すること

(2) 市町村研修支援事業に関すること

(3) その他必要な事項

（構成員） 

第３条 ＷＧの構成員は以下のとおりとする。 

(1) 市町村の研修企画委員が所属する課の担当係長

(2) 県市町村課担当係長

(3) 自治研修センター研修課長

(4) 自治研修センター所長が必要と認める者

なお、県との合同研修などもあることから、県行政経営推進室の担当係

長にオブザーバーとしての参加を認める。 

 （会議の招集） 

第４条 ＷＧの会議は、自治研修センター所長が招集するものとし、ＷＧの座

長は、自治研修センター研修課長が務める。 

 （事務局） 

第５条 ＷＧの事務局は、自治研修センターに置く。 

（報告） 

第６条 事務局は、ＷＧの検討内容を反映した研修企画等を研修企画員会に諮

るものとする。 

  付 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 


